
  

一 

令和 5 年 9 月 15 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８７２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
八
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

昭
和
六
十
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

四
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号 

 

計
量
法

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

計
量
法
施
行
令

平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

の
定
期
検
査

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則

平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号

第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除
く

以
下
同

じ

 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 

野
田
市 

令
和
五
年
十
一
月
七

日 

野
田
市
桐
ケ
作
五
一
番
地
一 

野

田
市
二
川
公
民
館 

午
後
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
五
年
十
一
月
八

日 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
二

九
三
五
番

地 

野
田
市
木
間
ケ
瀬
公
民
館 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
五
年
十
一
月
九

日 

野
田
市
中
野
台
三
一
五
番
地 

中

野
台
区
民
会
館 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
十

日 

〃 

〃 

 

令
和
五
年
十
一
月
十

三
日 

野
田
市
春
日
町
一
六
番
地
の
一 

野
田
市
北
コ
ミ

ニ
テ

会
館 

〃 

 

令
和
五
年
十
一
月
十

四
日 

野
田
市
山
崎
二

〇
〇
八
番
地 

野
田
市
南
コ
ミ

ニ
テ

会
館 

〃 

 

令
和
五
年
十
一
月
十

五
日 

野
田
市
鶴
奉
五
番
地
の
一 

野
田

市
中
央
公
民
館 

〃 

佐
倉
市 

令
和
五
年
十
二
月
十

二
日 

佐
倉
市
海
隣
寺
町
九
七
番
地 

佐

倉
市
役
所 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
十

三
日 

佐
倉
市
鏑
木
町
一
九
八
番
地
三 

佐
倉
市
立
中
央
公
民
館 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
十

四
日 

佐
倉
市
王
子
台
一
丁
目
一
六
番
地

 

佐
倉
ハ

モ
ニ

ホ

ル

佐

倉
市
民
音
楽
ホ

ル

 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
十

五
日 

佐
倉
市
井
野
七
九
四
番
地
一 

佐

倉
市
志
津
コ
ミ

ニ
テ

セ
ン

タ

 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
十

八
日 

〃 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
十

九
日 

佐
倉
市
海
隣
寺
町
九
七
番
地 

佐

倉
市
役
所 

〃 

勝
浦
市 

令
和
五
年
十
一
月
二

十
一
日 

勝
浦
市
新
官
一

三
四
三
番
地
の

一 

勝
浦
市
役
所 

〃 

 

令
和
五
年
十
一
月
二

十
二
日 

勝
浦
市
興
津
一

二
二
二
番
地
一

 

興
津
集
会
所 

〃 

 

令
和
五
年
十
一
月
二

十
四
日 

勝
浦
市
新
官
一

三
四
三
番
地
の

一 

勝
浦
市
役
所 

〃 

富
津
市 

令
和
五
年
十
二
月
一

日 

富
津
市
下
飯
野
二

四
四
三
番
地

 

富
津
市
役
所 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
四

日 

〃 

〃 

 
令
和
五
年
十
二
月
五

日 

富
津
市
湊
七
六
五
番
地
一 

富
津

市
民
会
館 

〃 

 

令
和
五
年
十
二
月
六

日 

〃 

〃 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

9 

月

15

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８７２号 令和 5 年 9 月 15 日 (金曜日) 
 

 
 

 

 

令
和
五
年
十
二
月
七

日 

富
津
市
小
久
保
三

〇
一
四
番
地

 

富
津
市
中
央
公
民
館 

〃 

安
房
郡
鋸

南
町 

令
和
五
年
十
一
月
二

十
八
日 

安
房
郡
鋸
南
町
下
佐
久
間
三

四

五
八
番
地 

安
房
郡
鋸
南
町
役
場 

〃 

 
令
和
五
年
十
一
月
二

十
九
日 

安
房
郡
鋸
南
町
保
田
五
六
〇
番
地

 

鋸
南
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ

 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は

休
憩
時
間
と
す
る

 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か

た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は

知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う

 

 
 

三 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
等
に
よ
り

予
定
ど
お
り
定
期
検
査
を
実
施
す
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

当
該
定
期
検
査
を
中
止
す
る
場
合
が
あ
る

こ
の
場
合
に

は

千
葉
県
の
ホ

ム
ペ

ジ
等
に
お
い
て
公
表
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

袖
ケ
浦

市
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
大
鳥
居
地
区
土
地
改
良
事
業

区
画
整
理

計
画
を
決
定
し
た

 

 

そ
の
関
係
書
類
は

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は

同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

縦
覧
期
間
満
了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に

千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 

ま
た

こ
の
計
画
に
つ
い
て
は

そ
の
決
定
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に

千
葉
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
お

こ
の
決
定
が
あ

た
こ
と
を

知

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ

て
も

こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

た
だ
し

前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は

当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
大
鳥
居
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
十
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

袖
ケ
浦
市
役
所 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号 

 

令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
八
号

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

一
２
の
表
一
の
項
中

五
・
三
ト
ン

を

一
・
八
ト
ン

に
改
め

同
表
二
の
項
中

〇
・
五
ト

ン

を

四
・
〇
ト
ン

に
改
め

同
表
五
の
項
中

八
・
七
ト
ン

を

〇
・
〇
ト
ン

に
改
め

同

表
六
の
項
中

〇
・
五
ト
ン

を

九
・
二
ト
ン

に
改
め

同
表
九
の
項
中

四
・
五
ト
ン

を

〇
・
三
ト
ン

に
改
め

同
表
十
の
項
中

〇
・
五
ト
ン

を

四
・
七
ト
ン

に
改
め
る

 

 

二
２
の
表
一
の
項
中

一
八
・
四
ト
ン

を

六
・
六
ト
ン

に
改
め

同
表
二
の
項
中

三
・
一
ト

ン

を

一
四
・
九
ト
ン

に
改
め
る

 

選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号 

 

昭
和
六
十
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
個
人
演
説
会
等
を

開
催
で
き
る
施
設
の
指
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 

 

表
銚
子
市
選
挙
管
理
委
員
会
の
項
銚
子
市
植
松
町
青
年
館
の
目

銚
子
市
海
鹿
島
保
育
所
の
目

銚
子

市
黒
生
町
青
年
館
の
目
及
び
銚
子
市
犬
若
青
年
館
の
目
を
削
る

 

公

告 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

木
更
津

市
椿
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

退
任
理
事 

 
 

木
更
津
市
椿
一
〇
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

礒 

貝 
 

清 

一 

 
 

〃 
 

 

〃
二
一
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鳥 

海 
 

祐 

美 

 
 

〃 
 

 
〃
二
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

正 

夫 

 
 

〃 
 

 
〃
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

 
 

斉 

 
 

〃 
 

 

〃
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

泉 
 

 
 

学 

 
 

〃 
 

 

〃
一
〇
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

重 

信 

 
 

〃 
 

 

菅
生
一
六
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山 

口 
 

昌 

男 



  

三 
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二 

退
任
監
事 

 
 

木
更
津
市
椿
二
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

昭 

三 

 
 

〃 
 

 

〃
一
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 

綱 
 

房 

雄 
 

三 

就
任
理
事 

 
 

木
更
津
市
椿
二
一
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鳥 

海 
 

祐 

美 

 
 

〃 
 

 
〃
一
〇
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

礒 

貝 
 

清 

一 

 
 

〃 
 

 

〃
二
二
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

正 

夫 

 
 

〃 
 

 

〃
九
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

芳 

明 

 
 

〃 
 

 

〃
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

泉 
 

 
 

学 

 
 

〃 
 

 

〃
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山 

口 
 

 
 

斉 

 
 

〃 
 

 

菅
生
一
六
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山 

口 
 

昌 

男 

四 

就
任
監
事 

 
 

木
更
津
市
椿
二
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

昭 

三 

 
 

〃 
 

 

〃
一
九
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 

綱 
 

房 

雄 

 
 

〃 
 

 

菅
生
五
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

篠 

原 
 

文 

男 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

君
津
市

大
戸
台
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

君
津
市
大
戸
見
旧
名
殿
一
〇
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 
木 

 

民 

夫 

 
 

〃 
 

大
戸
見
三

六
七
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

金
太
郎 

 
 

〃 
 

広
岡
一

〇
七
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

良 

明 

 
 

〃 
 

〃 

二
五
三
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

直 
也 

 
 

〃 
 

〃 

一

一
一
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

池 

田 
 

不
二
夫 

二 

退
任
監
事 

 
 

君
津
市
大
戸
見
一

八
二
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

髙 
 

伊
和
夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

二

二
一
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

沖 

津 
 

権 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

二

三
八
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宮 

﨑 
 

勇 

司 

三 

就
任
理
事 

 
 

君
津
市
大
戸
見
二

九
八
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

武 

山 
 

正 

美 

 
 

〃 
 

広
岡
四
八
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

﨑 
 

 
 

勲 

 
 

〃 
 

〃 

九
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

𠮷 

原 
 

和 

治 

 
 

〃 
 

大
戸
見
二

三
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

宮 

﨑 
 

 
 

宏 

 
 

〃 
 

大
戸
見
旧
名
殿
二
四
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

和 

雄 

四 

就
任
監
事 

 
 

君
津
市
君
津
台
二
丁
目
一
四
番
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

池 

田 
 

哲 

也 

 
 

〃 
 

大
戸
見
二

二
六
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

榎 

本 
 

正 

二 

 
 

〃 
 

〃 
 

二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐 

藤 
 

和 

男 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

蔵
玉
台

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

退
任
理
事 

 
 

君
津
市
折
木
沢
四
二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

利 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

三
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

敏 

弘 

 
 

〃 
 

〃 
 

七
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

照 

夫 

 
 

〃 
 

坂
畑
七
五
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

國 

吉 
 

 
 

実 

 
 

〃 
 

蔵
玉
四
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝 

生 
 

信 

雄 

 
 

〃 
 

折
木
沢
八
一
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

 
 

恭 

 
 

〃 
 

坂
畑
七
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴇 

田 
 

章 

人 

 
 

〃 
 

草
川
原
一

一
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

島 
 

正 

和 

二 

退
任
監
事 

 
 

君
津
市
折
木
沢
一
八
九
番
地
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮
城
島 

 

新 

一 

 
 

〃 
 

蔵
玉
五
七
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝 

生 
 

俊 

雄 

 
 

〃 
 

折
木
沢
五
八
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

浩 

樹 

三 

就
任
理
事 

 
 

君
津
市
坂
畑
七
五
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

國 

吉 
 

 
 

実 

 
 

〃 
 

折
木
沢
三
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

敏 

弘 

 
 

〃 
 

〃 
 

七
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

照 

夫 

 
 

〃 
 

蔵
玉
四
六
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝 

生 
 

信 

雄 

 
 

〃 
 

〃 

五
七
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

朝 

生 
 

俊 

雄 

 
 

〃 
 

折
木
沢
八
一
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加 

藤 
 

 
 

恭 

 
 

〃 
 

坂
畑
七
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鴇 

田 
 

章 

人 

 
 

〃 
 

草
川
原
一

一
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

島 
 

正 

和 

四 

就
任
監
事 

 
 

君
津
市
折
木
沢
五
八
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

浩 

樹 

 
 

〃 
 

蔵
玉
六
二
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

朝 

生 
 

裕 

之 

 
 

〃 
 

折
木
沢
四
二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鴇 

田 
 

利 

夫 



 
 

 

四 
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農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請 

 
農
地
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号

第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

農
地

中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利

以
下

利
用
権

と
い
う

の
設
定
に
関
し
次
の
と
お

り
裁
定
の
申
請
が
あ

た

 

 

な
お

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
は

令
和
五
年
九
月
十
五
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で

千
葉
県
農

林
水
産
部
農
地
・
農
村
振
興
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在

地
番

地
目
及
び
面
積 

所 
 

 
 

 

在 
地 

 
 

 

番 

地 

目 

面 
 

 
 

 
 

積 

君
津
市
八
幡
字
山
伏 

二
五
一
番
一 

田 

五
七
四
平
方
メ

ト
ル 

〃 

二
五
一
番
五 

〃 

一
〇
一
平
方
メ

ト
ル 

二 

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況 

 
 

耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な

て
い
る

 

三 

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

 
 

裁
定
手
続
後
に

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
貸
し
付
け
る

 

四 

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

利
用
権
の
始
期 

存
続
期
間 

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

令
和
六
年
三
月 

十
年 

三
一

〇
五
〇
円 

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
結
果
の
公
表 

 

令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号

第
百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
し
た
結
果
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す

る

 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

               
 

 
 

              
 

 
 

       
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

９
月

１
５

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

行
政

備
蓄

用
ゾ

フ
ル

ー
ザ

錠
２

０
ｍ

ｇ
 

１
４

３
，

２
０

０
錠

 
７

１
，

６
０

０
人

分
 

②
千

葉
県

健
康

福
祉

部
薬

務
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

１
２

日
 

④
塩

野
義

製
薬

株
式

会
社

 
大

阪
府

大
阪

市
中

央
区

道
修

町
三

丁
目

１
番

８
号

 
⑤

１
５

３
，

７
４

１
，

６
１

０
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

９
月

１
５

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

冨
 

塚
 

 
昌

 
子

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

県
立

特
別

支
援

学
校

固
定

式
無

線
Ｌ

Ａ
Ｎ

ア
ク

セ
ス

ポ
イ

ン
ト

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
教

育
庁

教
育

振
興

部
特

別
支

援
教

育
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

１
３

日
 

④
Ｎ

Ｅ
Ｃ

キ
ャ

ピ
タ

ル
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

株
式

会
社

 
千

葉
市

美
浜

区
中

瀬
二

丁
目

６
番

地
１

 
⑤

２
４

６
，

３
１

２
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

６
月

２
日

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

９
月

１
５

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

吉
 

野
 

 
美

砂
子

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の
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氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

総
合

積
算

シ
ス

テ
ム

移
行

業
務

及
び

機
器

等
賃

貸
借

 
一

式
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

５
年

７
月

６
日

 
④

富
士

通
Ｊ

ａ
ｐ

ａ
ｎ

株
式

会
社

 
千

葉
市

中
央

区
新

町
３

番
地

１
３

 
⑤

９
０

，
５

３
７

，
２

０
５

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
３

７
２

号
）

第
１

１
条

第
１

項
第

１
号

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

９
月

１
５

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

病
院

局
長

 
 

山
 

崎
 

 
晋

一
朗

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

生
体

情
報

監
視

機
器

 
一

式
 

②
千

葉
県

病
院

局
経

営
管

理
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

２
８

日
 

④
株

式
会

社
フ

ジ
タ

医
科

器
械

千
葉

支
店

 
千

葉
市

若
葉

区
加

曽
利

町
２

６
３

番
地

１
 

⑤
３

１
７

，
９

０
０

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
６

月
１

６
日

 

そ
の

２
 

 
①

見
守

り
カ

メ
ラ

シ
ス

テ
ム

 
一

式
 

②
千

葉
県

病
院

局
経

営
管

理
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

２
８

日
 

④
株

式
会

社
イ

ノ
メ

デ
ィ

ッ
ク

ス
 

東
京

都
文

京
区

湯
島

二
丁

目
１

６
番

１
１

号
 

⑤
１

１
９

，
９

０
０

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
６

月
１

６
日

 

そ
の

３
 

 
①

人
工

呼
吸

器
 

一
式

 
②

千
葉

県
病

院
局

経
営

管
理

課
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

③
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 
④

株
式

会
社

イ
ノ

メ
デ

ィ
ッ

ク
ス

 
東

京
都

文
京

区
湯

島
二

丁
目

１
６

番
１

１
号

 
⑤

６
２

，
９

７
５

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
６

月
１

６
日

 

そ
の

４
 

 
①

超
音

波
画

像
診

断
装

置
 

一
式

 
②

千
葉

県
病

院
局

経
営

管
理

課
 

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

番
１

号
 

③
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 
④

株
式

会
社

イ
ノ

メ
デ

ィ
ッ

ク
ス

 
東

京
都

文
京

区
湯

島
二

丁
目

１
６

番
１

１
号

 
⑤

３
６

，
５

２
０

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
６

月
１

６
日

 

そ
の

５
 

 
①

手
術

用
顕

微
鏡

 
一

式
 

②
千

葉
県

病
院

局
経

営
管

理
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

２
８

日
 

④
株

式
会

社
フ

ジ
タ

医
科

器
械

千
葉

支
店

 
千

葉
市

若
葉

区
加

曽
利

町
２

６
３

 

 

番
地

１
 

⑤
３

４
，

４
３

０
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

６
月

１
６

日
 

そ
の

６
 

 
①

Ｍ
Ｅ

機
器

 
一

式
 

②
千

葉
県

病
院

局
経

営
管

理
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

５
年

７
月

３
１

日
 

④
ア

イ
テ

ィ
ー

ア
イ

株
式

会
社

千
葉

支
店

 
千

葉
市

中
央

区
富

士
見

一
丁

目
１

５
番

８
号

 
⑤

３
３

，
０

０
０

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
６

月
１

６
日
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